
２次廃棄物保管倉庫の設置について 

            
１．概 要 

当初処理施設で発生する廃棄物は、トランス・コンデンサ類から発生する鉄・銅・紙

木類・処理済油以外に操業運転に伴い発生する２次廃棄物（排換気処理用セーフティネ

ット活性炭、化学防護具・ゴム手袋等保護具類、作動油類）がある。２次廃棄物につい

ては、微量の PCB を含むものがあることから増設処理施設等での無害化処理が可能と

なるまで、当初施設内 4 階保管場にてドラム缶に入れて適正に保管している。 

増設処理施設の操業開始が遅れたこともあり、４階レイアウトの変更による保管量増

量改造や廃活性炭のうち非汚染物として判断できるものは外部へ委託処理を進める等

保管量の削減を行ってきたが、2 次廃棄物の保管場が逼迫しこのままでは操業に支障が

でかねない状況である。 

先行している他事業所においても同様な状況となっており、大阪及び豊田事業所では

外部に民間倉庫を借りて無害化処理認定施設等での処理が可能となるまで一時保管す

る措置を講じている。北海道事業所においては、それまでの間保管する倉庫を敷地内に

設置する計画としている。 

これまで、環境省では微量 PCB 汚染物(5000mg/kg 以下の PCB 汚染物)について、

無害化処理認定施設での処理体制整備を進めてきており、平成２４年５月１１日付けで

告示改正のためのパブリックコメント(国民からの意見公募)が実施され、当社の 2 次廃

棄物のうち一部について無害化処理認定施設での処理が可能となる見通しとなってい

る。 

今後は、無害化処理認定施設を活用した外部処理を含め、PCB 濃度等性状に応じた

分別の徹底を行い、無害化処理を活用できないものについては安定器等の本来の処理対

象物の処理に支障が生じないよう配慮しつつ増設処理施設で処理し、保管量の削減を図

っていくものとする。 

 　廃棄物の種類と基本的な処理予定フロー
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２．当初施設の２次廃棄物（廃活性炭と使用済み保護具類）の保管能力・保管状況等 

廃活性炭と保護具類は、消防法及び廃棄物処理法の関係から保管場所を区分している。 

 ①廃活性炭 

・現施設保管能力  １，４４０缶 
 ・保管状況等    平成２４年３月末：１，０１５缶 

 
廃活性炭は定期点検時に発生し本年度の発生予定量は３５０缶となるが、無害化処理

認定施設等への払出しにより、今後も現在の保管能力で保管可能である。 

②使用済み保護具類 

・現施設保管能力  ４，１３０缶 
・保管状況等    平成２４年３月末：３，３７３缶 

 使用済み保護具類としては、ゴム手袋・化学防護具・吸収缶マスク等が発生する。

本年度は１０００缶の発生が見込まれ、１１月末頃に満杯となることが想定されるが

９月の定期点検時の倉庫内作業に支障をきたすため８月末に新設倉庫を設置する計

画である。倉庫の保管量は９月から平成２５年３月までに発生が見込まれる６５０缶、

平成２５年初旬に約４００缶（予定）を無害化処理認定施設に払い出し、残りを増設

処理施設設置まで保管することとしている。 
   

③倉庫計画案 

・保管数   ６５０缶（９m×２０ｍ＝１８０㎡） 
・保管対象物 保護具類 
・保管方法  ドラム缶２段積み(１段目と２段目の間にパレットを置き、ロープま

たは鉄管で転倒防止)  
・構造    鉄骨造平屋建て 
・その他   安全対策に十分留意し、排気は活性炭処理、床は不浸透床施工（保護

具類はビニール封入後ドラム缶にて密閉保管）とするほか、保管時は

室内 PCB 濃度の測定を定期的に行う。  
 



(資料２－７　別紙）

建築面積 ： 180㎡（9m×20m）

構造 ： 鉄骨造　平屋建

保管物 ： 二次廃棄物収納ドラム缶
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